
Ⅰ 組織の使命

令和4年度(2022年度)市民部運営方針

市民部は，市民･男女共同参画課・くらし安心課・国保年金課・戸籍住民課・交通安全課および湯川・銭亀沢・

亀田の３つの支所で構成しており，市民の皆さんに最も身近な業務を担当しています。

市民部のミッション（使命）は，

市民とまちの理想像を掲げる市民憲章の精神の下，地域の絆を深め支え合いながら安心して暮らせるまちを市

民の皆さんとともにつくることです。

この使命を達成するために，市民部の職員ひとり一人が，“市役所の顔”であるという意識を持ち，多様な市

民ニーズの的確な把握に努め，常に市民の皆さんの立場に立ち「親切」・「丁寧」な対応をもって，市民の皆さ

んに満足していただける行政サービスの提供に取り組みます。

１ 住民の皆さん主体の地域社会づくりを支えます。

(ｱ) コミュニティづくりの主体は住民の皆さんであるという基本姿勢のもと，最も身近なコミュニティであ

る町会の活性化を図るほか，男女共同参画社会の実現を目指します。

(ｲ) 多様な市民ニーズの的確な把握と市民の皆さんの立場に立った行政サービスの提供に努めます。

Ⅱ 組織の基本方針

２ 市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりに努めます。

(ｱ) 市民の皆さんが安全に安心して暮らせるよう，防犯および交通安全対策を推進するほか，医療保険制度

の適正な運営に努めます。

(ｲ) 市民の皆さんの消費生活の安心を確保するため，相談窓口の充実や消費者教育の実施など消費者行政の

推進に取り組みます。

Ⅲ 年度評価 総評

市民部は，市民とまちの理想像を掲げる市民憲章の精神の下，地域の絆を深め合いながら安心して暮らせるま

ちを市民の皆さんとともにつくることを使命としておりますが，令和４年度(2022年度)は，この使命を果たすた

めに掲げた組織の基本方針に基づき，市民サービスの向上を図るため，各種施策に取り組んできたところであり

ます。

今後とも市政の主役である市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりに努めてまいります。



・主要施策，事務事業 令和４年度(2022年度)市民部運営方針（年度評価）

担当課 評価 評価の説明

１　住民の皆さん主体の地域社会づくりを支えるために！

　(1) 住民組織への支援

ア　地域コミュニティの活性化

市民・男女
共同参画課

Ａ

・市の町会加入促進の取り組みとして，町会連合
　会と連携し，転入や転居の多い４月に市役所本
　庁舎および亀田支所の１階ホールにおいて，臨
　時の加入取次窓口を設置し勧誘を行った。

・町会のデジタル化促進の取り組みとして，ICT
  を活用した情報発信をテーマに町会役員を対象
  とした町会活性化研修を行った。

・町会への理解促進の取り組みとして，特に若い
　世代に町会の必要性を周知するため，ＳＮＳを
　活用し，特色ある町会活動の投稿や一般的な町
　会活動の動画を紹介したほか，フリーペーパー
　で関連記事を掲載することにより，町会活動へ
　の参加を促すための意識啓発を行った。

・町会活性化の取り組みとして，モデル町会であ
　る３町会が，それぞれの課題解決に向けて主体
　的に立案した解決策を町会連合会と連携し，外
　部アドバイザーとともに支援したほか，その事
　例を他町会の参考としてもらうため，モデル町
　会による成果報告会を開催した。

・函館市持続可能な町会運営に関する検討委員会
　を設置し，持続可能な町会運営に転換するため
　に必要な取組や支援等ついて議論を重ね，意見
　のとりまとめを行った。

市民・男女
共同参画課

Ｂ

・予定していた町会に対し，町会交付金，町会館
　の改修工事費および備品購入費の支援を行った｡

・パソコンの故障など緊急で整備の必要が生じた
　団体に対し支援を行った。
　（町会交付金：178団体，
　　　町会会館建設費補助金：11館，
　　　　町会備品設備整備費補助金：
　　　　　　　　　通常分12団体・緊急分３団体）

(2) 男女共同参画の推進

　ア　男女共同参画の意識づくり

市民・男女
共同参画課

Ｂ

・社会情勢の変化や施策の実施状況のほか，令和
　３年度に実施した市民・事業者意識調査の結果
　や男女共同参画審議会の審議・答申を踏まえ，
　第３次函館市男女共同参画基本計画の中間見直
　しを行った。

・男女共同参画意識の啓発のため，父子を対象と
　した家事講座，男女共同参画フォーラム，パネ
　ル展を開催したほか，情報誌「マイセルフ」の
　発行やメールマガジンの配信を行った。

・全ての人々が，性別による差別
　的な取扱いを受けず能力を発揮
　することができるよう，また，
　性別に関わらず自分らしい生き
　方を自らで選択し，実現できる
　よう，広く市民意識の啓発に努
　め，男女共同参画社会の実現を
　目指します。

区　　　　　分

・若い世代の町会離れが進み，町
　会加入率の低下，役員の高齢化
　やなり手不足などが課題となっ
　ていることから，町会活性化の
　指針となる「町会活性化に向け
　た基本的な方向性（令和３年
　（２０２１年）３月策定）」に
　基づき，函館市町会連合会と協
　働して，各町会の活動や運営の
　課題について共に考え，情報や
　ノウハウを提供し，助言を行う
　ほか，必要に応じて町会と各主
　体をつなぎ，その結果，生まれ
　た取組の好事例等の共有化を図
　るなど，町会の活性化に向けた
　支援をします。

・町会に対して，自主的な活動を
　促進するための町会交付金およ
　び町会活動の拠点となる町会館
　の整備や地域活動に必要な備品
　設備の整備への助成により支援
　をします。



・主要施策，事務事業 令和４年度(2022年度)市民部運営方針（年度評価）

担当課 評価 評価の説明区　　　　　分

市民・男女
共同参画課

Ａ

・性的少数者（ＬＧＢＴ等）の方の困難の緩和と
　市民理解を図るため，市民を対象とした，映画
　上映会やレインボーはこだてプロジェクトとの
　連携による講演会＆トークセッションを開催し
　たほか，市職員を対象とした研修の実施や，事
　業者に対し「ＬＧＢＴ等対応ハンドブック」を
　配付した。

・誰もが自分らしく働ける職場環境づくりの取組
　みを推進するため，企業等へＬＧＢＴフレンド
　リー企業推進アドバイザーを派遣した。
　（アドバイザー派遣実績：４事業所
　　　　　　　　　　　　　［目標：５事業所］）

・パートナーシップ宣誓制度等利用者の負担軽減
　とサービスの向上を図るため，札幌市，北見市,
　帯広市，北斗市と自治体間連携協定を締結した。

イ　あらゆる分野への男女共同参画の促進 　

市民・男女
共同参画課

Ｂ

・広報紙「市政はこだて」などを活用した女性人
　材リスト登録者を募集し，人材リスト登録者に
　対する各種審議会等の公募情報の提供や，他部
　局へ人材リスト登録者の情報提供を行った。

・性別に関わらず誰もが活躍できる環境づくりに
　必要なワーク・ライフ・バランスを推進するた
　め，企業や学校等へワーク・ライフ・バランス
　アドバイザーを派遣した。
　（アドバイザー派遣実績：
　　　企業１回，高等教育機関３校
　　　　（目標：企業11回，高等教育機関３校））

　(3) 市民サービスの向上

ア　満足度の高い市民サービスの提供

戸籍住民課

３支所
Ｂ

・職場での実務研修を通じ，業務知識の習得を図
　るとともに，住民サービスの提供を意識する動
　機付けを行ったほか，専任の窓口職員配置や職
　員の連携によるフレキシブルな対応，繁忙期の
　窓口体制強化などによる市民サービスの向上に
　努めた。

戸籍住民課

３支所
Ａ

・国の令和４年度(2022年度末)末までに全ての国
　民がマイナンバーカードを所有している想定に
　合わせ，７月にマイナンバーカード臨時交付セ
　ンターを設置したほか，毎週末に商業施設等で
　出張申請サービスを実施した。

・マイナポイント事業の延長により申請件数が増
　加したが，業務の効率化を図り，円滑なカード
　交付に努めた。

　［マイナンバーカード交付率　※目標：65％］
　　令和４年(2022年)４月１日現在　37.5％
　　令和５年(2023年)３月31日現在　63.5％
　
　［マイナンバーカード申請率］
　　令和５年(2023年)３月31日現在　71.8％

・性の多様性への市民理解の促進
　を図るため，啓発用リーフレッ
　トの配布や誰もが自分らしく働
　ける職場環境づくりの推進，パ
　ートナーシップ宣誓制度の啓発
　イベントを開催します。

・政策・方針決定過程への女性の
　参画を拡大させるため，各種審
　議会等へ女性人材リストによる
　情報提供を行うなど，各種審議
　会等委員の女性登用促進に努め
　ます。また，性別に関わらず誰
　もが働きやすい職場環境づくり
　に必要なワーク・ライフ・バラ
　ンスを推進します。

・人材育成や組織力の強化により,
　適切かつ迅速な事務処理と親切
　で丁寧な窓口対応とともに，個
　人情報保護の徹底を図り，市民
　の皆さんにより一層満足してい
　ただけるサービスの提供に努め
　ます。

・増加が見込まれるマイナンバー
　カードの申請や交付および電子
　証明書の更新に対応するため，
　「函館市マイナンバーカード臨
　時交付センター」を設置し，交
　付体制の強化や出張申請サービ
　スの機会の拡充を行うなど円滑
　な交付に努めます。



・主要施策，事務事業 令和４年度(2022年度)市民部運営方針（年度評価）

担当課 評価 評価の説明区　　　　　分

戸籍住民課

３支所
Ｂ

・当市の住民記録システムの改修等を行い，令和
　５年(2023年)２月６日から転出・転入手続きの
　ワンストップを開始した。

イ　個人番号の適正な取扱い

戸籍住民課

国保年金課

３支所

Ｂ

・ｅラーニングによる研修を通じて知識を習得し
　たほか，個人番号の収集や利用に際しては，厳
　正に取り扱い，個人番号記載書類の施錠管理や
　収納もれ確認を徹底するなど適正に管理した。

２　市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりを進めるために！

(1) 防犯および交通安全対策の推進

ア　防犯対策の推進

くらし
安心課

市民・男女
共同参画課

Ｂ

・各防犯協会に運営補助金による支援をしたほか，
　町連・警察等関係機関と連携し防犯パトロール
　を実施した。

・町会等青色回転灯装着車による自主防犯パトロ
　ールを促進するため，地域安全安心促進交付金
　による支援を行った。（33町会・54台)

イ　交通安全対策の推進

交通安全課 Ｂ

・第11次交通安全計画を踏まえ，令和３年度
  (2021年度)の事業実績と令和４年度(2022年度)
　の事業実施計画をとりまとめた「数字で見る交
　通安全2022」を策定した。

・梁川交通公園においては，市民等が安心して来
　園できるよう，新型コロナウイルス感染症の感
　染防止対策を講じながら開園したほか，老朽化
　した施設の更新および交通安全教育の拠点施設
　としての機能強化を図るため，令和５年度
　(2023年度)に実施する管理事務所の建替等にか
　かる実施設計等を行った。

・交通安全教育については，新型コロナウイルス
　感染症の影響が続く中，前年度を上回る回数の
　交通安全教室を実施したほか，各種イベントを
　通じて，関係機関や関係団体と連携し夜光反射
　材の配布等により交通事故防止の啓発を行った｡
　（交通安全教室開催実績：898回）

・個人番号については，国が示す
　ガイドラインを遵守し，目的以
　外の利用禁止はもとより，保管
　や廃棄においても適正に取り扱
　います。

・地域の安全安心を守るため，各
　防犯協会や町会連合会が行う防
　犯活動を支援するほか，青色回
　転灯装備車による防犯パトロー
　ルを警察等の関係機関と連携し
　て実施します｡

・マイナンバーカードの所有者が,
　マイナポータルからオンライン
　で転出・転入予約を行える体制
　を構築し，転出・転入手続の時
　間短縮化，ワンストップ化を図
　ります。

・幼児から高齢者まで幅広い年齢
　層に対応した交通安全教室を開
　催するほか，警察や交通安全活
　動団体等と連携し，交通安全教
　育や啓発活動を実施するなど交
　通事故を未然に防ぐ取り組みを
　進めます。



・主要施策，事務事業 令和４年度(2022年度)市民部運営方針（年度評価）

担当課 評価 評価の説明区　　　　　分

(2) 医療保険制度の適正運営

ア　国民健康保険事業の適正な運営

国保年金課 Ｂ

・人工知能によるデータ解析を活用した特定健康
　診査受診勧奨はがきの送付や，通院中の未受診
　者の対策として，本人の同意のもと，医療機関
　から特定健康診査に相当する検査データの提供
　を受けるみなし健診の実施，データヘルス計画
　に基づく糖尿病性腎症重症化予防事業をはじめ
　とする各種保健事業を推進し，医療費の適正化
　に努めた。
　　令和５年(2023年)３月末現在
　　　特定健康診査受診率：32.0％（目標：33％）
　　　糖尿病性腎症重症化予防
　　　　保健指導実施者：15人（目標：30人程度）
　　　ジェネリック医薬品使用割合83.7％
　　　　　　　　　　　　　　　　（目標：83％）

国保年金課 Ａ

・市民が来庁しなくても手続きができるよう，郵
　送による加入・脱退手続きの周知や高額療養費
　の自動償還により２回目以降の支給申請を不要
　にするなど，加入者の利便性向上を図った。

・ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）や文書
　送付による口座振替の勧奨により，口座振替の
　推進に努めた。
　　令和５年(2023年)４月末現在
　　　現年度保険料収納率：94.5％
　　　　　　　　　（目標：94.5％）
　※５月末の決算時には目標収納率を上回る見込

国保年金課 Ｂ

・市ＨＰ等において，未就学児の均等割保険料の
　軽減措置の周知を図るとともに，法令に基づく
　適正な賦課決定を行った。

国保年金課 Ｂ

・市町村事務の標準化に向け，北海道や道内他市
　町村とのＷｅｂによる連携会議等で情報共有や
　課題の把握および今後の方策について協議を行っ
　た。

イ　後期高齢者医療制度の適正な運営

国保年金課 Ｂ
・北海道後期高齢者医療広域連合との連携のもと，
　適正な制度運営に努めた。

ウ　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援

国保年金課 Ｂ

・制度を周知するリーフレットを保険料の決定通
　知書に同封し，国保および後期高齢者医療に加
　入する全世帯に送付するとともに，市の広報媒
　体などを活用して周知を図った。

・正確性と迅速性を確保しながら，対象となりう
　る加入者が申請の機会を逃さないよう，納付相
　談において，減免基準の該当者には申請の勧奨
　を行うなど，円滑かつ適正に減免および支給を
　行った。

・法令に基づく未就学児の均等割
　保険料の軽減措置を適正に行い,
　未就学児がいる世帯の負担軽減
　を図ります。

・データヘルス計画に基づき，特
　定健康診査等の実施による生活
　習慣病の予防や糖尿病性腎症重
　症化予防事業をはじめとした保
　健事業の効果的な推進により，
　医療費の適正化に努めます。

・北海道後期高齢者医療広域連合
　と連携し，後期高齢者医療制度
　を適正に運営します｡

・国民健康保険の資格情報の管理,
　保険料の賦課および保険給付の
　各業務を適正に行うとともに，
　口座振替の推進や的確な滞納整
　理などの収納率向上対策に取り
　組みます。

・都道府県単位化に伴う保険料率
　の統一を目指すため，北海道や
　道内市町村と連携し，事務の標
　準化などに取り組みます。

・新型コロナウイルス感染症に係
　る国民健康保険料・後期高齢者
　医療保険料の減免や傷病手当金
　の支給を円滑かつ適正に行いま
　す。



・主要施策，事務事業 令和４年度(2022年度)市民部運営方針（年度評価）

担当課 評価 評価の説明区　　　　　分

(3) くらしに関する相談窓口の充実

ア　相談内容に基づく適切な対応

くらし
安心課

Ｂ

・「くらし安心110番」では相談内容を把握し，
　適切な部局や関係機関等に引き継いだ。専門家
　による「市民特別相談」においては，事前に相
　談内容を取りまとめて，適切なアドバイスが受
　けられるよう対応した。
　（一般・行政相談：2,292件，
　　　　　　　　　　　　 市民特別相談：462件）

(4) 多重債務相談の充実

ア　多重債務問題を未然に防ぐための取り組み

くらし
安心課

Ｂ

・相談者に対して，関係部局と連携し適切な助言
　を行うとともに，専門家への同行支援を行った｡

・金融教育プログラムについては，出前講座のア
　ンケート結果を踏まえ，随時見直しを行うとと
　もに，構成や実施時間帯等，依頼者の要望に沿っ
　て柔軟に対応した。
　（実績：開催回数10回，受講者537名
　　　　　（目標：開催回数10回，受講者600名）)

(5) 消費者施策の推進

ア　消費者問題への対応

くらし
安心課

Ｂ

・本庁舎，湯川支所および亀田支所の各戸籍窓口
　でのモニター放映，市ＨＰ，ＡＮＳＩＮメール,
　市公式ＬＩＮＥ，広報紙「市政はこだて」や
　「市民生活のしおり」，ラジオ等により啓発や
　情報発信およびセンターのＰＲを行った。
　（相談受付件数　R3：1,557件　R4：1,603件）

イ　消費者教育の推進

くらし
安心課

Ｂ

・若者を対象とした出前講座において，実施校新
　規開拓および掘り起こしのため，市内の高等学
　校および中学校，中学校社会科教育研究会，道
　南地区技術・家庭科教育研究協議会に対し，出
　前講座の開催に係る提案を行うとともに，成年
　年齢引き下げに伴うトラブル防止のためのプロ
　グラムを開催した。

・消費生活センターにおいては，高等学校卒業生
　向けに啓発リーフレットを配布した。
　（リーフレット配布：高等学校14校 2,385部）

・相談者の多重債務問題の解消と
　生活再建に向けた助言を行うと
　ともに，各ライフステージに応
　じた金融教育プログラムの提供
　に努めます。

・消費者被害や消費者事故を未然
　に防ぐため，相談機関である消
　費生活センターを中心に相談情
　報の収集，消費相談の充実を図
　るとともに，消費者意識の向上
　に係る啓発や注意喚起の情報の
　発信に取り組みます。

・消費者生活の基礎的な知識を習
　得する機会を提供する出前講座
　を実施するほか，学校と連携し
　ながら，成年年齢引き下げに係
　る周知や，消費トラブル等への
　注意喚起，情報提供などの支援
　を行います。

・市民の日常生活に関する問題解
　決に向け，くらしに関する総合
　的な相談窓口「くらし安心110
　番」や専門家が応じる相談窓口
　「市民特別相談」において適切
　に対応します。


